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（単位：千円）

２８年度
予算額

２９年度
予定額

備　考

947,645 740,650

582,119 449,508

0 100,000

運動部活動に関する実態調査 0 25,271 民間団体（1団体）

運動部活動に関するスポーツ医・科学的調査研究 0 12,731 民間団体（1団体）

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定 0 11,885 本省直轄

民間活力による運動部活動支援体制の構築のための実践研
究

0 50,113
都道府県・市区町村教育委員会
（7団体）

0 71,972
都道府県・市区町村教育委員
会・民間団体（9団体）

195,035 190,482

教員の資質向上・指導力強化 120,550 86,577
都道府県・指定都市教育委員会
（15団体）

特色ある武道指導の実践 35,000 30,108
都道府県・市区町村教育委員会
（6団体）

支援体制の強化【拡充】 18,240 60,900 民間団体（7団体）

指導成果の検証 21,245 12,897 大学（3団体）

71,578 21,548 ※名称変更

スポーツ事故防止対策推進事業 23,988 21,548 民間団体（1団体）

学校体育におけるインクルーシブ教育プログラムの開発（廃
止）

47,590 0

65,506 65,506

全国中学校体育大会開催 17,500 17,500

全国高等学校総合体育大会開催 48,006 48,006

250,000 0

365,526 291,142

270,260 244,844 民間団体（1団体）

95,266 46,298 ※名称変更

体力低下種目等の課題対策プログラムの開発等 50,266 25,373 体育系大学等（5課題程度）

体力向上のためのＰＤＣＡの実践研究 45,000 20,925 地方公共団体等（10団体程度）

50,000 0

61,935 61,935 民間団体（1団体）

1,059,580 802,585

4,735,590 4,586,413 補助率１／３

項　　　　　　　　　　　目　　　　

（項）スポーツ振興費

子どもの体力の向上に必要な経費

子供の体力の向上の推進

学校における子供の体力向上課題対策プロジェクト

運動部活動等の活性化

補習等のための指導員等派遣事業

全国体力・運動能力、運動習慣等調査

武道等指導充実・資質向上支援事業

【参考：初等中等教育局に計上】

合　　　　計

運動部活動指導の工夫・改善支援事業（廃止）

日本武道館補助

運動部活動の在り方に関する調査研究事業【新規】

学校における体育・スポーツ資質向上等推進事業【新規】

学校における体育活動での事故防止対策推進事業

学校でのオリンピック･パラリンピック理解促進事業（廃止）

平成２９年度予定額（学校体育室）

中学校・高等学校スポーツ活動振興事業

suginumakei
テキスト ボックス
資料１－６－１



１．運動部活動の在り方に関する調査研究事業（新規）

（ 新 規 )
平成２９年度予定額 １００，０００千円

１．事業要旨
運動部活動は、生徒にとってスポーツに親しむとともに、学習意欲の向上や責任

感、連帯感の涵養等に資する重要な活動として教育的側面での意義が高いが、適正・
適切な休養を伴わない行き過ぎた活動は、生徒、教員ともに様々な無理や弊害を生む
ことがあるため、運動部活動に関する総合的な実態調査及びスポーツ医・科学の観点
を取り入れた適切な練習時間等に関する調査研究等を行う。
また、教員の負担の軽減を図りつつ、運動部活動の指導を充実していくためには、

地域のスポーツ指導者等の幅広い協力を得ていくことが重要であり、運動部活動の指
導のみならず、顧問、単独での引率等を行うことができる環境整備を進めていく必要
がある。このため、民間活力による新たな運動部活動の仕組みを構築するための課題
を探り出し、その解決策について実践研究を行う。

２．事業内容
（１）運動部活動に関する実態調査
・平成１３年度以降、運動部活動に関して詳細な調査が行われていないことから、
中学校・高等学校の教員、生徒、保護者、外部指導者等を対象とした運動部活動
に関する総合的な実態調査を実施する。
【実施形態】民間団体へ委託（１団体）

（２）運動部活動に関するスポーツ医・科学的調査研究
・運動部活動の望ましい在り方を検討するため、スポーツ医・科学の観点を取り入
れた、生徒の発達段階や学校生活への影響を考慮した練習時間や休養日の設定に
関する調査研究を実施する。
【実施形態】民間団体へ委託（１団体）

（３）運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定
・（１）運動部活動に関する実態調査及び（２）運動部活動に関するスポーツ医・
科学的調査研究の結果等を踏まえ、運動部活動における休養日の設定等や、地域
のスポーツ指導者等の活用に際しての留意事項等について明確にした運動部活動
の在り方に関する総合的なガイドラインを策定する。
【実施形態】本省執行（有識者会議の設置）

（４）民間活力による運動部活動支援体制の構築のための実践研究
・教員の負担の軽減を図りつつ、運動部活動の指導を充実していくためには、地域
のスポーツ指導者等の幅広い協力を得ていくことが重要であり、運動部活動の指
導のみならず、顧問、単独での引率等を行うことができる環境整備を進めていく
必要がある。このため、民間活力による新たな運動部活動の仕組みを構築するた
めの課題を探り出し、その解決策について実践研究を行う。
【実施形態】都道府県・市区町村教育委員会へ実施（７地域）



平成29年度における運動部活動の適正化に向けた取組

教員の負担の軽減を図りつつ、部活動の指導を充実していくため
には、地域の幅広い協力を得ていくことが重要であり、部活動の
指導、顧問、単独での引率等を行うことができる環境整備を
進めていく必要がある。

国は、学校が、地域や学校の実態に応じ、部活動等の指導体制を整えること
ができるよう、教員に加え、部活動等の指導・助言や各部活動の指導、顧問、
単独での引率等を行うことを職務とする職員を部活動指導員(仮称)として、
法令上に位置付けることを検討する。

運動部活動の総合的な実態
調査等を行い、それらの結果を
踏まえたガイドラインを策定す
る必要がある。

運動部活動の指導のみならず、顧問、単独で引率等を
行うことができる運動部活動の指導者を定着させるため
の課題及び民間活力による新たな運動部活動の仕組
みを構築するための課題を探り出し、その解決策につい
て実践研究を行う。

＜実施団体＞
都道府県・市区町村教育委員会：7地域

運動部活動における休養日の設定等や、地域のスポーツ指導者等の活用に際しての留意事項等に
ついて明確にした運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを策定する。

中学校・高等学校の教員、生徒、保護者、外部指導
者等を対象とした運動部活動に関する総合的な実態
調査を実施する。

スポーツ医・科学の観点を取り入れた、生徒の発達段階
や学校生活への影響を考慮した練習時間や休養日の
設定に関する調査研究を実施する。

運動部活動に関する実態調査
＜25百万円＞

運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定 ＜12百万円＞

調査結果を反映

民間活力による運動部活動支援体制の
構築のための実践研究 <50百万円>

＜スポーツ教育の推進＞
小中高の体育活動や運動部活動を支援する学生の派
遣やプログラムの開発等の支援体制の在り方の実践研
究を行う。

大学横断的かつ競技横断的統括組織
（日本版NCAA）創設事業

＜新規：100百万円の内数＞
メリハリある給与体系の推進や部活動指導に対する教員
の負担の実態等を考慮し、平成30年1月から土日の
部活動指導業務に係る手当を引き上げる(３億円増)と
ともに、休養日の設定など部活動運営の適正化に向けた
取組を予算上反映（▲３億円）

部活動指導業務手当の改善
＜3,000円 → 3,600円＞

(義務教育費国庫負担金に必要な経費を計上(予算総額±０円))

チームとしての学校の在り方と今後の改善
方策について（中教審答申） 平成27年12月

運動部活動の在り方に関する調査研究事業

部活動指導員(仮称)の省令上明確化（平成28年度内を目途）

退職教職員や教員志望の大学生など多彩な人材を
サポートスタッフとして学校に配置。
（中学校における部活動指導支援にも活用可）

運動部活動に関するスポーツ医・科学的
調査研究 ＜13百万円＞

多彩な人材の参画による学校の教育力向上
～補習等のための指導員等派遣事業～

＜4,586百万円(4,736百万円)＞

次世代の学校指導体制にふさわしい教職員の在り方と
業務改善のためのタスクフォース 平成28年6月

関連施策

＜新規：100百万円＞



民間活力による運動部活動支援体制の構築のための実践研究 （ 新 規 ）
29年度予定額：50,113千円

背 景
○指導の高度化、専門化が求められる一方、顧問の約半数は担当する運動部活動の競技経験がなく、専門的指導力の不足を感じている教員が多い。
○教員の負担の軽減を図りつつ、運動部活動の指導を充実していくためには、地域のスポーツ指導者等の幅広い協力を得ていくことが重要であり、運動部活動の指導
のみならず、顧問、単独での引率等を行うことができる環境整備を進めていく必要がある。
○地域のスポーツ指導者等の参画に当たっては、具体的な指導内容や方法、生徒の状況、事故が発生した場合の対応や責任体制等について、十分な調整を行い、共通
理解を得ながら進めることが大切であり、運動部活動が学校教育の一環として行われるよう、適切な研修を行うことが大切である。
○スポーツ庁の創設を踏まえ、スポーツを通した地域活性化などに取り組むことも必要である。

概 要

事 業 概 要

民間団体等
・総合型地域スポーツクラブ
・民間スポーツクラブ
・スポーツコミッション
・体育協会 等

【支援企業のメリット】
・企業イメージの向上
・サンプリング調査等の実施
・学校に対する関連業務の提案
(栄養サポート・トレーニング機器の提案等)

教育委員会 経済産業部局
連携

学校B 学校C

研修の実施 連携・支援企業の開拓

支援 支援企業

支援企業

民間活力による新たな運動
部活動の仕組みを構築する
ための課題を解決

地域のスポーツ指導者等が
運動部活動を支援する際に
生じる課題を解決

企業による
支援の拡大

課題の分析

実施団体：都道府県・市区町村教育委員会（７地域）

各地域における運動
部活動の指導者の
定着化

成果の普及

成果の普及

学校A

地域のスポーツ指導者等

学校教育の一環としての
位置付けや、生徒の発達の
段階に応じた科学的な
指導等について理解を
深めるための研修を定期
的に実施

スポーツ
教室

企業からの費用も利用
して、各学校へ指導者を
派遣

課
題
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

派遣 実施

参加

大 会

中体連・高体連

連携

審判員の派遣
支援企業

運動部活動の指導のみならず、顧問、単独で引率等を行うことができる運動部活動の指導者を定着させるための課題及び民間活力による新たな運動
部活動の仕組みを構築するための課題を探り出し、その解決策について実践研究を行う。



２．学校における体育・スポーツ資質向上等推進事業【新規】

（ 新 規 ）

平成２９年度予定額 ７１，９７２千円

１．事業要旨

次期学習指導要領の改訂について審議を行っている中央教育審議会においては、体育・

保健体育の授業における現場が抱えている諸課題が挙げられた。具体的な課題としては、

運動が苦手な児童生徒への指導が不十分であること、習得した知識を活用して課題解決す

る学習や学習したことを相手にわかりやすく伝えることが不十分であること、特別な配慮

を要する児童生徒に対し、能力に応じた適切な学習機会の提供や他の児童生徒との円滑な

関係を構築するための指導が不十分であること、さらには、体力水準が高かった昭和６０

年ごろと比較すると、依然として低い状況が見られることや、運動やスポーツが「嫌い・

やや嫌い」と答える生徒が、中学校女子においては約２割見られることなどである。

そこで、これらの課題の解決に向けた先進的な取組を基に、解決プログラムを開発し全

国的な普及を促進することによって、質の高い授業の実践が展開されることにより、全国

体力・運動能力、運動習慣等調査結果に示されてる体育授業での子供の「できる」の実感

の拡大、子供の運動・スポーツに対する意欲や関心喚起、継続的な活動につなげ、ひいて

は、新しい学習指導要領の普及をより円滑に進めていく。

２．事業内容

（１）体育・保健体育の充実

上記の諸課題に対する取組を実践研究することによって成果と課題を整理し、また、

それらの諸課題を解決するプログラムを開発することで、全国的な普及を促進する。

①運動が苦手な児童生徒への指導を配慮した体育授業の実践

②思考力・判断力・表現力の育成を目指した中学校・高等学校の保健体育授業の充実

③通級児童・生徒とともに活動する体育授業の充実

（実施方法）都道府県・市区町村教育委員会、大学に対する委託（９箇所）



学校における体育・スポーツ資質向上等推進事業 （ 新 規 ）
２９年度予定額：71,972千円

「楽しさ」を感じられる体育・保健体育の授業の実現により、子供たちの体力の向上が図られる

取組を実践研究することによって
成果と課題を整理し、また、それらの
諸課題を解決するプログラムを開発
することで、全国的な普及を促進す
る。
【取組例】
①知識を活用した小学校体育授
業の充実

②思考力・判断力・表現力の育成
を目指した中学校・高等学校の
保健体育授業の充実

③通級児童・生徒ともに活動する
体育授業の充実

＜具体的な課題＞

【全国的な課題等、要求の背景や必要性】
学習指導要領の改訂に伴い設置された中央教育審議会教育課程部会の体育・保健体育等ワーキンググループにおいて、体
育・保健体育の授業における現場が抱えている諸課題が挙げられた。これらの課題を解決するプログラムを開発し、全国的に普及
を促進することは、新しい学習指導要領の普及をより円滑に進めるために必要である。

プ
ロ
グ
ラ
ム
開
発



３．武道等指導充実・資質向上支援事業

（１９５，０３５千円）

平成２９年度予定額 １９０，４８２千円

１．事業要旨

平成２３年度から小学校、２４年度から中学校で現在の学習指導要領が実施され、体育

関係では、武道等の必修化による国民の不安等の広がりを踏まえ、国が先導しながら全国

的に安全かつ効果的な指導を図ってきた。

これらの取組によりこれまでには死亡又は重大事故は生じていないが、全国体力・運動

能力、運動習慣等調査や学習指導要領の成果と課題の検証のための調査の結果から、学習

指導要領のねらいの実現や運動苦手・嫌いな子供をつくらないようにするためには、全国

、 。的に一部領域等で質の高い授業の実践 教員の資質向上や指導力強化が必要となっている

このため、武道等の安全かつ円滑な実施のため、教員の指導力向上を図るとともに、こ

れまでの柔道、剣道に加え、新たに弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた

及び銃剣道の指導ガイドラインの作成や指導者データベースの整備などを行う。

２．事業内容

（１）教員の資質向上・指導力強化

武道等や課題がみられる領域の指導を担う教員の資質向上を図るため、体育教員資質

向上プログラム開発・実践、課題解決方法の研究、域内合同体育研究会実施、優れた指

導力を有する体育指導員派遣、安全管理・事故防止含む指導力向上のための研修、優れ

た外部指導者との連携した指導体制整備などの取組を支援する。

（実施方法）都道府県・指定都市教育委員会に委託（１５箇所）

（２）特色ある武道指導の実践

中学校武道の指導の充実のため、地域や学校の実態に応じ、複数種目を実施するなど

特徴的な取組を実践研究し、成果と課題を整理し、全国的な普及及び次期学習指導要領

に向けた実践を行う。

（実施方法）都道府県・市区町村教育委員会に委託（６箇所）

（３）支援体制の強化

武道の様々な種目における指導の充実を図るため、関係団体との連携による支援体制

の強化のための取組（指導法のガイドライン作成、指導者データベースの整備、授業に

参画する地域の指導者の指導力向上、教育委員会・学校との連携等）を、これまでの柔

道、剣道に加え、新たに弓道、相撲、空手道、合気道、少林寺拳法、なぎなた及び銃剣

道において行う。

（実施方法）民間団体に委託（７箇所）

（４）指導成果の検証

中学校保健体育において武道等を必修化したことによる成果と課題の検証、その結果

を踏まえた課題解決のための指導法等について、大学、教育委員会、学校の連携・協力

により調査研究を行う。

（実施方法）大学に対する委託（３箇所）



武道等指導充実・資質向上支援事業 （前年度予算額：195,035千円）
29年度予定額：190,482千円

平成23年度から小学校、平成24年度から中学校で現在の学習指導要領が実施され、体育関係では、武道等の必修化による国民の不安等の広が
りを踏まえ、国が先導しながら全国的に安全かつ効果的な指導を図ってきた。これらの取組によりこれまでには死亡又は重大事故は生じていない。

これまでの取組

全国体力・運動能力、運動習慣等調査や学習指導要領の成果と課題の検証のための調査の結果から学習指導要領のねらいの実現や運動嫌いな
子供を作らないようにするためには、全国的に一部領域等で質の高い授業の実践、若手教員をはじめとした指導者の資質向上や指導力強化が必
要。
また、次期学習指導要領改訂では、武道指導の内容の充実が見込まれる。

課 題

■体育・保健体育の授業での子供の「できる」の実感の拡大 ■子供の運動・スポーツに対する意欲や関心の向上
■学習指導要領のねらいの実現 ■次期学習指導要領に向けた参考資料・エビデンスの収集

武道等や課題がみられる領域の指導を担う教員の資質向上を図る。
○体育教員資質向上プログラム開発・実践
○優れた外部指導者との連携した指導体制整備
○優れた指導力を有する体育指導員派遣
○指導力向上のための研修の実施
○大学と連携した課題研究
○域内合同体育研究会実施 教員の資質向上・

指導力強化

関係団体等との連携による支援体制の強化のための取組
○多様な武道等の指導を支援する取組
・指導法のガイドライン作成
・人材バンク等の作成

○指導資料作成等
○地域の指導者の指導力向上
○教育委員会・学校との連携支援体制の強化

（拡充）

特色ある
武道指導の実践

中学校武道の指導の充実を図る。
○地域や学校の実態に応じた特徴的な取組を実践研究
○実践研究の成果と課題の整理
○全国的な普及及び次期学習指導要領に向けた実践

指導成果の検証

中学校保健体育において武道等を必修化したことによる成果と課題の
検証を踏まえた課題解決のための指導法等
○大学、教育委員会、学校の連携・協力による調査研究



４．学校における体育活動での事故防止対策推進事業

（７１，５７８千円）

平成２９年度予定額 ２１，５４８千円

１．事業要旨

学校における体育活動は、生涯にわたる豊かなスポーツライフを実現するための基礎

となるものであり、体力向上、健康増進、競争心や協調、他を尊重する精神の涵養、人

間関係の形成など様々な面で意義、効果を有する。

一方で、毎年報告される死亡等の重大事故の発生など様々な課題も抱えており、効果

的な体育活動の実現に向け早急に取り組むが必要である。

このため、体育活動中の事故防止などの様々な課題に対応し、安全でより効果的な体

育活動を実施するための取組を推進する。

２．事業内容

（１）学校における体育活動での事故防止推進事業【継続】

全国的な体育活動中における事故防止の意識啓発、関係の取組の充実を図ることを

目的として、近年発生した全国的な重大な事故事例（死亡、重篤な障害が残るもの、

数多く発生している事故等）の発生の背景や要因、再発防止のために共通的に留意す

べき点や方策について、医療関係者、大学、スポーツ関係者等と連携して把握・分析

を行う。

全国的な事故事例、事故防止に関する最新の知見の成果等を教育委員会、学校、大

学、スポーツ関係団体等の関係者が情報共有し、各自に必要な取組や相互連携等につ

いて研究協議等を行う協議会を全国各地で開催する。

【実施形態】民間団体に委託（１箇所）



安
全
な

体
育
活
動
の
実
施

学校における体育活動での事故防止対策推進事業

学校における体育活動は、体力向上、健康増進、競争心や協調、他を尊重する精神の涵養、人間関係の形成など、生涯にわたる豊かな
生活を実現するための基礎となるものである。一方で、毎年、死亡等の重大事故の発生が報告されている。これらの課題に対応し、安全な
体育活動を実施するための取組を推進する。

【調査研究】
重大な事故事例や情報、再発防止のために留意すべき点、防止方策等
について把握・分析
体育活動中における安全管理・事故防止について全国的な普及啓発

学校体育における体育活動での事故防止対策推進事業

（前年度予算額 ： 71,578千円）
２９年度予定額 ： 21,548千円

把握
発生原因・背景
防止のための留意点

共有
教育委員会、
学校、等

取組
全国協議会

事故防止の資料作成

体育活動中の
重大事故

再
発
防
止



５．中学校・高等学校スポーツ活動振興事業

（６５，５０６千円）

平成２９年度予定額 ６５，５０６千円

１．事業要旨

（１）学校教育活動の一環として開催される全国中学校体育大会や全国高等学校総合体育

大会（インターハイ）等の体育大会は、日頃の運動部活動の成果の発揮、学校間の児

童生徒の相互交流等、大きな教育的効果がある。

（２）このため、学校体育大会の開催に伴う地方公共団体の負担を軽減するとともに、学

校体育・運動部活動の更なる発展を図る観点から、全国中学校体育大会及び全国高等

学校総合体育大会に対する支援を充実する。

２．事業内容・事業計画

（１）全国中学校体育大会

① 主催者

(公財)日本中学校体育連盟、開催地都道府県教育委員会、

関係競技種目別全国中央競技団体、会場地市町村教育委員会

② 期間・開催地（平成２９年度）

ア．夏季大会（１６競技）

期日：平成２９年８月１７日～８月２５日

会場：九州ブロック

イ．冬季大会（４競技）

期日：平成２９年１２月１６日～平成３０年２月上旬

会場：北海道、秋田県、長野県、滋賀県

（２）全国高等学校総合体育大会（インターハイ）

① 主催者

(公財)全国高等学校体育連盟、開催地都道府県、開催地都道府県教育委員会、

関係競技種目別全国中央競技団体、会場地市町村、会場地市町村教育委員会

② 期間・開催地（平成２９年度）

ア．夏季大会（３４競技）

期日：平成２９年７月２８日～８月２０日

会場：南東北ブロック、和歌山県

イ．冬季大会（８競技）

期日：平成２９年１２月下旬～平成３０年２月上旬

会場：山梨県、岐阜県、京都府、大阪府 他

【実施方法】開催地の都道府県に補助（補助率：定額）



中学校・高等学校スポーツ活動振興事業

○主催
(公財)全国高等学校体育連盟、開催地都道府県、
開催地都道府県教育委員会、関係競技種目別全国中央競技団
体、会場地市町村、会場地市町村教育委員会
○開催期間
夏季大会：７月下旬～８月下旬
冬季大会：１２月下旬～２月上旬
○開催地
夏季大会：平成２３年度より複数県による開催
冬季大会：大会ごとに開催地を検討

○競技種目 ４２競技種目

夏季大会：３４競技

冬季大会： ８競技

全国高等学校総合体育大会概要

○中学校・高等学校スポーツ振興事業
（地方スポーツ振興費補助金）

平成29年度予定額（H28予算額）
48,006千円（48,006千円）

※開催地の都道府県に補助
（補助率：定額）

全国中学校体育大会概要

○主催
（公財)日本中学校体育連盟、開催地都道府県教育委員会、
関係競技種目別全国中央競技団体、会場地市町村教育委員会
○開催期間
夏季大会：８月中旬～８月下旬、
冬季大会：１２月中旬～２月上旬
○開催地
夏季大会：ブロック開催
冬季大会：大会ごと開催地を検討

○競技種目 ２０競技種目

夏季大会：１６競技

冬季大会： ４競技

スポーツ庁における支援

○中学校・高等学校スポーツ振興事業
（地方スポーツ振興費補助金）

平成29年度予定額（H28予算額）
17,500千円（17,500千円）

※開催地の都道府県に補助
（補助率：定額）

（ 前年度予算額 ： 65,506千円 ）

２９年度予定額： 65,506千円

スポーツ庁における支援



６．全国体力・運動能力、運動習慣等調査

（270,260千円）

平成２９年度予定額 244,844千円

１．事業要旨

全国的な子供の体力や運動習慣等の状況を把握・分析することにより課題や好事例等を明

らかにし、国の施策の改善に活かすとともに、各教育委員会や各学校単位での分析を促すこ

とにより、各教育委員会や各学校における子供の体力向上に向けた指導の改善に役立てるこ

とを目的とする。

２．事業内容

（１）「全国体力・運動能力、運動習慣等調査に関する検討会」の設置

【実施方法】

本省執行

【実施内容】

学識経験者、学校教育関係者等を中心として、「全国体力・運動能力、運動習慣

等調査」の実施内容や集計結果の活用方法などについて検討する会議をスポーツ庁に設

置する。

（２）調査票の作成・配送・回収、入力・集計作業及び調査結果の提供

【実施方法】

１民間団体へ委託

【実施内容】

検討会の方針を踏まえ、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」を円滑かつ確

実に実施するため、調査票の作成・配送・回収・入力・集計・結果提供などの一連

の事業を行う。

「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」の概要

■対象児童生徒 国・公・私立の以下の児童生徒を対象
・小学校第５学年、特別支援学校小学部第５学年
・中学校第２学年、中等教育学校第２学年、特別支援学校中学部第２学年

■調査の方法 スポーツ庁が調査対象学年の全児童生徒を対象として全国的な調査を行う。

■調査の内容 １．実技調査 新体力テストと同じ８種目（児童生徒）
２．質問紙調査
① 生活習慣、食習慣、運動習慣等に関する内容（児童生徒）
② 体力向上に係る取組み、体育の授業に関する内容（学校）

■スケジュール ４月～ ７月 各学校において調査の実施
８月～１１月 入力・集計・分析
１２月～ １月 結果の公表、各学校・各児童生徒へ調査結果の提供



全国体力・運動能力、運動習慣等調査

◆ 国、教育委員会、学校が子供の体力の状況等について詳細に把握・分析し、施策の検証、改善
に活用する。

◆ 体力と生活習慣、食習慣、運動習慣の関係を分析し、学校等における指導の改善に役立てる。

調査結果の提供 集計・分析結果の
フィーバック

目 的

実施内容

成果の活用

各教育委員会による子供の体力向
上施策への活用

国が全国的な状況を把握・分析し、施
策の成果と課題の検証、改善への活用

学校における体育・健康に関する指
導などの改善への活用

○実技調査（新体力テストと同項目）
○児童生徒に対する質問紙調査
（生活習慣・食習慣・運動習慣等）
○学校に対する質問紙調査
○教育委員会アンケート

学 校

（前 年 度 予 算 額：270,260千円）
29年度予定額：244,844千円

文部科学省

集計・分析集計・分析
•国全体、各都道府県、地域の規模別
の調査結果を公表
•都道府県、市町村、学校、児童生徒
に各々の調査結果を提供

○小学校５年生、中学校２年生の
全児童生徒を対象として調査



７．学校における子供の体力向上課題対策プロジェクト

（95,266千円）

平成２９年度予定額 46,298千円

１．事業要旨

子供の体力は、昭和60年頃と比較すると下げ止まりつつあるものの依然として低い水

準にある。このため、運動習慣が身に付いていない子供に対する様々な支援を行い、運

動嫌いなどのつまづきを解消し、積極的にスポーツに取り組む態度を育成し、体力を向

上させることが必要である。

そこで、全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果からみられる体力向上に向けた

課題に対応した運動プログラム等を作成し普及するほか、教育委員会に体力向上に向け

たＰＤＣＡサイクルを実施する実践研究を委託するなど、子供の体力向上に向けた取組

を支援する。

２．事業内容

（１）体力低下種目等の課題対策プログラムの開発等

調査結果からみられる課題に対応した運動プログラムの作成等について体育系大学

等に委託し、その成果を普及する。

〔例〕

・課題となる種目（ボール投げ等）の向上に向けた運動プログラムの作成

・運動嫌いの児童生徒も楽しみながら取り組める運動プログラムの作成 など

【実施方法】体育系大学等（５課題程度）に委託

（２） 体力向上のためのＰＤＣＡの実践研究

子供の体力向上に向けて、課題のある教育委員会に対し、以下のような体力向上の

ためのＰＤＣＡサイクルを実施する実践研究を委託し、その取組を支援する。

〔例〕

（ア）課題を踏まえた、教育委員会の体力向上プランの作成

（イ）プランに基づく、学校・家庭・地域における実践的な取組

（ウ）取組の成果の評価、プランの見直し など

【実施方法】地方公共団体等（１０団体程度）に委託



事業目的

事業内容

（前 年 度 予 算 額：95,266千円）
29年度予定額：46,298千円

全国体力・運動能力、運動習慣等調査で明らかとなった課題等への対応策について、それぞれの課題ごとに、実践研究、プログラム
開発等を行い、その結果を広く周知し、全国の体力向上施策の改善に資する。

国

選定委員会を
設置し、実施
団体等を選定・

委託

全国連絡協
議会を開催
し、成果を
全国に普及

体力低下種目等の課題対策プログラムの開発等（体育系大学等）

体力向上のためのＰＤＣＡの実践研究（地方公共団体）

・検討委員会の設置
・調査手法や作成の
方向性の検討

・アンケート、ヒアリング、詳細な実態調査
・地域の方や大学生を活用した取組 等

・アンケート調査等の分析、評価
・実践した内容の評価、検証

・課題に対応した運動プログ
ラム等の作成

・学校、家庭、地域での実践的な取組
・取組の前後での体力や意識の変化な
どの調査 等

・検討委員会の設置
（課題の分析、方向性の検討）
・体力向上 プランの作成

・評価等を踏まえ、プランの見直
し、再構築、次年度の取組への
反映

【例】

○ 課題となる種目（ボール投げ等）の向上
に向けた運動プログラムの作成
○ 運動嫌いな児童生徒も楽しみながら取り
組める運動プログラム作成

など５課題程度

〔実施例〕

〔実施例〕

学校における子供の体力向上課題対策プロジェクト

課題に対応した運動プログラム等の作成

教育委員会がＰＤＣＡサイクルを実施す
る実践研究を支援

○ 体力向上に向けた課題を
抱える地方公共団体に対し、
体力向上に向けたプランの
策定やそれを踏まえた施策
の展開、評価など体力向上
のためのＰＤＣＡサイクルを
実施する実践研究を委託

１０地方公共団体程度

・調査結果の分析
・検討委員会での分析結果や取組
の評価
・中間報告会の開催



８．日 本 武 道 館 補 助

（61,935千円）

２９年度予定額 61,935千円

我が国の武道の普及・振興のため、日本武道館が行う以下の事業に対

して経費の一部を補助。

１ 古武道保存事業 555千円（ 555千円）

、 、長い歴史と伝統を持つ古武道の｢技と心｣を広く国民に紹介し 理解を求めるため

古武道演武大会を開催し、わが国の伝統文化である古武道保存伝承に寄与する。

（１）日本古武道演武大会

２ 青少年武道錬成大会 9,890千円（ 9,890千円）

全国各地における正しい武道の普及発展を図るため、小・中・高校生を対象に９

（ 、 、 ）武道 柔道・剣道・弓道・空手道・なぎなた・合気道・少林寺拳法 相撲 銃剣道

の錬成大会を開催する。

（１）地方錬成大会

（２）中央錬成大会

３ 武道指導者講習会 42,637千円（42,637千円）

９武道について、学校や社会教育の武道指導者及び将来、学校や社会教育におけ

る武道の指導を希望するものを対象に、斯道の普及、発展に沿った歴史・理念・実

技指導法・審判法・救急法及び科学的トレーニング法等の研修を実施し、指導者と

しての技能・資質の向上を図る。

（１）全国武道指導者研修会

（２）地域社会武道指導者研修会

４ 武道国際交流事業 8,853千円（ 8,853千円）

諸外国とのスポーツ交流を推進し、スポーツ振興と国際友好親善に資する。

（１）国際武道文化セミナー

（２）日本武道代表団派遣事業

（ ） （ ）参考 補助金額推移 単位：千円

年 度 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７

42,407 42,407 55,826 61,935 61,935予算額



○教材の開発・作成などのサポート

○教員の授業準備・連絡調整等の業務補助

○校長経験者による新人教員への授業指導

○子供の体験活動の実施への支援

○中学校における部活動指導支援

≪事業の概要≫
○平成２９年度予算（案）：１１，１００人
○都道府県・政令市が公立学校の学校教育活動として実施する下記のような取組を行うサポートスタッフ(非常勤)の配置事業に要する経費の
１／３以内を補助

多彩な人材の参画による学校の教育力向上
～補習等のための指導員等派遣事業～

《平成29年度予算（案）：４６億円 対前年度▲１億円》

学校生活適応への支援

○不登校・中途退学への対応
⇒不登校の児童生徒宅への家庭訪問

⇒保健室登校の児童生徒に対する補習のサポートや教育相談

○いじめへの対応

⇒いじめに悩む児童生徒の相談対応 等

多彩な人材（退職教職員、教員志望の大学生など）がサポートスタッフとして学校の教育活動に参画する取組を支援多彩な人材（退職教職員、教員志望の大学生など）がサポートスタッフとして学校の教育活動に参画する取組を支援

その他
（教員業務支援、教員の指導力向上等）

児童生徒の学習サポート

○補習や発展的な学習への対応
⇒理解が十分でない児童生徒への放課後などを

使った補習のサポート

⇒習熟度別少人数指導、ティームティーチング

など、理解度に差のつきやすい授業に加わり、

サポート

○小学校における英語指導への対応
⇒専門性が高い非常勤講師や英語が堪能な人材

が授業を支援

○外国人児童生徒等の学力向上への取組
⇒日本語を上手に話せない児童生徒への指導、

国語等の教科を理解できるようサポート 等

進路指導・キャリア教育

○キャリア教育支援
⇒地元企業でのインターンシップ実施のための

連絡調整

○就職支援
⇒地元の企業との連携や、新規の

就職先の開拓 等

教員に加えてサポートスタッフがい
てくれることで、生徒一人一人に
あったきめ細かな対応が可能に

教員とサポートスタッフの
連携により、学校教育活動
が一層充実！

hirayama-k
テキスト ボックス
（参考：初等中等教育局予算）



学習指導要領改訂（体育・保健体育）について

1

【現行学習指導要領】
小学校はH23年度、中学校はH24年度より全面実施。高等学校 はH25年度から年次進行で実施。

○体育の授業時数の増加 年間９０時間 → 年間１０５時間（中学校）

○中学校 第１学年及び第２学年のすべての領域を必修化。

これにより、これまで選択であった「武道」・「ダンス」を必修化（第３学年は領域選択）。

体育科・保健体育科としては・・・
○体育については、技能の指導に偏ることのない学習過

程の工夫
•運動が苦手な子供や運動に意欲的でない子供への指導
等の在り方に配慮する。
•スポーツの多様な楽しみ方を共有する。
•オリンピック・パラリンピックに関する指導の充実を図る。

○保健については、知識の指導に偏ることのない学習過
程の工夫
• けがの防止やストレス対処法、心肺蘇生法等の技能に
関する内容を充実する。

• 現代的な健康課題の解決にかかわる内容等を充実する。
さらに、
運動やスポーツが楽しいと感じる授業づくりを目指す !!

＜体育科・保健体育科としての成果と課題＞
○指導と評価の充実
○運動やスポーツ好きな児童生徒の割合が上昇
○健康・安全に関する基礎的内容の定着

●運動する子供とそうでない子供の二極化
●新たな健康課題に対応した教育の必要性
●課題解決に取り組む学習が不十分

何ができるようになるか

何を学ぶか どのように学ぶか

「社会に開かれた教育課程」の実現

各学校における「カリキュラム・マネジメント」の実現

【次期学習指導要領】
「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」

平成28年12月21日 中央教育審議会

＜今後のスケジュール＞
○小・中学校はH28年度末に告示予定。

高等学校はH29年度末に告示予定。
○小学校はH32年度、中学校はH33年度より全面実施予定。

高等学校はH34年度から年次進行で実施予定。

suginumakei
テキスト ボックス
資料１－６－２
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